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１ 趣 旨 

鏡石町上水道事業では、保有資産の有効活用による経営基盤強化のため、施設を廃止し

た旭町浄水場跡地の売却を下記の要領で実施します。 

入札参加希望者は、本要領の内容を熟読・熟知の上で手続きを行ってください。 

 

２ 入札物件 

（１）所在及び地積等（詳細は「物件調書」をご参照ください） 

物件番号 所  在 地積（実測） 登記地目 

１ 

岩瀬郡鏡石町旭町 336 番 1 

岩瀬郡鏡石町旭町 337 番 1 

岩瀬郡鏡石町旭町 441 番 

2,000.75 ㎡ 宅 地 

                          ※面積測量・境界確定登記済み 

 

（２）土地の状況及びその他注意事項 

①上記３筆での一括売却となります。 

②浄水場施設（建物、機械設備、外構フェンス、基礎及び配管等）は全て解体撤去済み

で、整地化した現状有姿での引き渡しとなります。なお、旭町３３６番１の敷地内に埋

設設置していた旧水源（深井戸設備）は、地表部から約２ｍの深さまで設備を撤去して

おり、深部の残置ケーシング（口径φ300、鋼管）については、管内に砕石を充填しキャ

ップ閉塞にて埋戻しております。 

③敷地の土壌調査、地耐力調査、地盤調査及び地下埋設物調査は実施していません。売

買契約締結後に、土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物等が発見されても、鏡石町は責任を

負いません。なお、支障物の撤去費用は買受者の負担となります。 

④物件調書は、あらゆる利用形態を想定しているものではありません。現地説明会は実

施いたしませんので、十分な調査及び確認を行い、現場をご覧いただいた上でお申し込

み下さい。 

 

（３）最低売却価格  ３３，４００，０００円 

 

３ 入札の方法 

本件は、土地の利用条件等を設けた上で買受人を公募し、有資格の確認を受けた者にお

いて入札を行い、最低売却価格以上の最高の価格で落札した者に売却をする「条件付一般

競争入札」により行います。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある

場合は、くじにより落札者を決定します。 

 

 



４ 入札保証金 

今回の入札では、入札保証金は免除となります。 

 

５ 入札の参加資格 

  入札参加者は、個人及び法人とします。ただし、下記に該当する方は参加できません。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当し入札参加資格制限を受けた者 

（２）売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（３）会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は、民事再生法の規定に基づく再

生手続きの申立てがなされている者 

（４）個人又は法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員に該当する者。また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者 

（５）買い受けた物件を風俗営業、性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及び暴力団

等の事務所や公序良俗に反する用途に供しようとする者 

（６）次のいずれかに該当する者 

①暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

②自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をも

って暴力団を利用するなどしている者 

③暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

④暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑤暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（７）前記（４）～（６）に該当する者の依頼を受けて申し込みをしようとする者 

（８）市町村税、上下水道料金を滞納している者 

（９）法人税又は消費税（地方消費税を含む）の滞納がある者 

（10）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項に規定する観察処

分を受けている団体に属している者、これらの者と取引のある者の依頼を受けて申し込

みをしようとする者 

（11）次に該当する事実があった後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用する者 

①競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しく

は不正の利益を得るために連合した者 

②落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

③正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

④前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当た

り代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（12）過去に町有財産の譲渡等を申し込んだ者のうち、正当な理由がなく譲渡等契約を履行

しなかった者 



（13）地方自治法第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町の

職員 

（14）その他、本入札に参加する者として不適切であると認めた者 

 

６ 土地利用条件等 

（１）買受地の用途は「「戸建住宅用の分譲地又は集合住宅用地」「（以下「定定用途」という。）

とします。 

（２）買受者は、契約の締結の日から起算して５年以内に定定用途に供するものとします。 

（３）買受者は、契約の締結の日から起算して５年を経過する日までの間は、その他の用に

供してはならず、売却物件の所有権の全部又は一部を第三者に移転することや、名目の

いかんを問わず、売却物件に賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的

とする権利等を設定することはできないものとします。ただし、上記の義務を履行した

場合は、買受者の申請に基づき譲渡等の禁止を解除することができるものとし、第三者

に移転する場合は、上記義務を書面により承継遵守させるとともに、当該期間における

第三者の義務違反に対する債務は継承後も買受者が負うものとします。 

（４）周辺環境への観点から売却物件を次の用途に供することは禁止します。 

①暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが定

定されている者の事務所その他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供さ

れることを知りながら、売却物件の所有権を第三者に移転し又は売却物件を第三者に貸

すこと。 

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項に規定する「風俗営業」、同条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び

同条第１１項に規定する「特定遊興飲食店営業」、その他これらに類する業の用途に供す

ること。 

③無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第４条第１項に規定する無差別

大量殺人行為に係る用途に供すること。その他騒音、振動、臭気、日照阻害等、周辺環

境に支障を及ぼす利用など周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供すること。 

（５）本件土地における事業の実施に際して、建築基準法及び都市計画法等の関係法令等を

事業者自らの責任において確認し、関係機関と協議の上、遵守すること。 

   なお、雨水・排水施設及び開発に伴う流出増対策等は、本件土地内において、買受者

で施工すること。 

（６）本件土地における事業に関し、近隣住民等への配慮、説明対応等については、買受者

の責任において誠意をもって十分に行い、開発事業の前後に関わらず、紛争等が生じた

場合は、事業者の責任と負担において対応し解決すること。 

（７）公共下水道事業受益者負担金について 

   鏡石町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第４条の規定に基づく受益者負担

金の賦課について納付すること。 

 



（８）上下水道の給水新設及び公共汚水枡の設置について 

   鏡石町上水道事業給水条例に基づく給水の新設は、買受者で施工すること。また、同

条例第３２条の２の規定による水道加入金の賦課について納付すること。また、公共下

水道の公共汚水枡の設置についても、買受者で施工すること。 

なお、下水道法第１６条に基づく承認が必要となるため、町上下水道課に事前協議を

すること。 

（９）立入防止ネットフェンスについて 

   本件土地に設置されているネットフェンスについては、買受者で撤去すること。 

（10）違約金について 

買受者は、上記の禁止条件に違反した場合、売買代金の１００分の３０に相当する金

額（千円未満切上）を違約金として町に支払うこと。 

 

７ 契約不適合責任 

本町は、売却物件一切の契約不適合責任を負わないものとします。このため、売買契約

締結後に、売却物件に契約の内容に適合しないものがあることが明らかになっても、売買

代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約を解除することはできません。 

 

８ 入札参加申込み 

（１）受付期間  

令和７年１０月２２日（水）から令和７年１１月２８日（金）まで 

※土日祝日を除く 

（２）受付時間 

   午前９時から午後５時まで  ※正午から午後１時までの間を除く 

（３）受付場所 

   福島県岩瀬郡鏡石町緑町２６４番地 

   鏡石町上下水道課 総務グループ（鏡石浄水場内） ℡0248-62-2348 

（４）申込方法 

   入札参加希望者は、入札参加申込書その他必要書類に必要事項を記入押印（実印）の

上、受付場所に直接持参してください。 

（５）提出書類 

①条件付一般競争入札参加申込書（様式１） 

  申込書類の印鑑は、印鑑登録をしている印鑑を使用してください。 

②誓約書（様式２） 

③印鑑登録証明書（個人の場合）又は印鑑証明書（法人の場合） 

④住民票謄本（個人の場合）又は登記事項証明書（法人の場合） 

⑤納税証明書 市町村税納税証明書（個人の場合） 

法人税・消費税納税証明書「（法人の場合） 

※上記のほか、町が必要とする書類の提出を求める場合があります。なお、提出した



書類は返却しません。 

※住民票は世帯全員が記載されたものが必要です。また、住民票及び納税証明書は発

行後３ヵ月以内までを有効とします。 

※受付期間までに記載する書類の提出がない場合、又は不備がある場合は失格としま

す。 

※提出書類の作成に要する費用は、申込者の負担となります。 

※申込用紙等の配布 

 ア 配布期間  令和７年１０月２２日（水）から 

令和７年１１月２８日（金）  ※土日祝日を除く 

   「イ 配布時間  午前９時から午後５時まで 

   「ウ 配布場所  鏡石町上下水道課 総務グループ（鏡石浄水場内） 

「「「「「「「「「「「「「「「「「「  「（町ホームページからのダウンロードが可能） 

（６）共有名義で参加する場合 

共有名義で申込む場合は、共有者名簿（様式１－２）を提出してください。また、誓

約書、住民票及び証明書は、共有者全員のものを提出してください。 

 

９ 入札参加資格の通知 

  入札参加資格の確認結果については、令和７年１２月３日（水）までに条件付一般競争

入札参加資格確認通知書（様式３）により通知します。 

 

１０ 入札参加資格を有しない者に対する理由の説明 

（１）９の通知で入札参加資格を有しないとされた者は、令和７年１２月５日（金）までに

町上下水道課に説明を求める書面を持参することにより、その理由の説明を求めること

ができます。 

（２）説明を求められたときは、令和７年１２月８日（月）午後５時までに書面により回答

します。 

 

１１ 質問書の提出 

  本件に質問がある場合は、質問書（様式４）に内容を記入の上、電子メール又はＦＡＸ

にて提出してください。 

（１）提出期限  令和７年１１月２１日（金）の正午まで 

（２）提出場所 

   鏡石町上下水道課 総務グループ 

    E-mail：jogesuido@town.kagamiishi.lg.jp 

    ＦＡＸ：０２４８－６２－７１５７ 

    ※メール又はＦＡＸによる質問書の提出後、必ず上下水道課（℡0248-62-2348）に

電話連絡の上、質問書を提出したことをお伝えください。 

 

mailto:jogesuido@town.kagamiishi.lg.jp


（３）回答 

   令和７年１１月２８日（金）までに質問者に回答書（様式５）を送付するとともに、

町ホームページで随時掲載します。 

 

１２ 入札 

（１）入札日時  令和７年１２月１０日（水）午前９時００分 

（２）入札場所  鏡石町役場 第一会議室（２階） 

（３）必要書類 

  ①委任状（様式６） ※代理人が入札をする場合に限ります。 

  ②入札書（様式７） 

  ③条件付一般競争入札参加資格確認通知書（町から郵送されたもの） 

（４）入札にあたっての注意事項 

  ①入札当日の受付は、入札開始時刻の１５分前から実施します。入札開始時刻に遅れた

場合は、入札に参加できません。 

  ②代理人による入札の場合は、入札執行前に委任状（様式６）を提出し、入札書には代

理人名を記入し押印してください。 

  ③共有名義で申込みし、代表者が欠席し他の共有者が入札に参加する場合は、代表者か

らの委任状を提出してください。 

  ④入札者は、入札執行について係員の定示に従ってください。 

  ⑤入札者は、提出した入札書の書換え又は撤回をすることはできません。 

 

１３ 開札・落札者の決定 

（１）開札は、入札場所において、入札後直ちに入札者の立ち会いの下で行います。 

（２）落札者は、町が定める最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落

札者とします。ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある場合は、

くじにより落札者を決定します。 

 

１４ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効となります。 

（１）入札参加資格のない者がした入札又は委任状を提出せずに代理人がした入札 

（２）所定の入札書（様式７）によらない入札 

（３）入札者又はその代理人の記名押印がない入札 

（４）代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札 

（５）入札者又はその代理人が１人で２通以上の入札をした場合、その全部の入札 

（６）入札者及びその代理人がそれぞれ入札をした場合、その双方の入札 

（７）入札金額、入札者の氏名、押印、その他主要部分が認識し難い入札 

（８）入札金額を訂正した入札 

（９）入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 



（10）記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札 

（11）入札保証金を納付していない者の入札 

（12）最低売却価格に達しない金額での入札 

（13）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１５ 入札の中止 

（１）入札の実施が困難となる事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがありま

す。 

（２）入札を中止又は延期した場合、入札参加者が損失を受けても、町は損害賠償の責を負

いません。 

 

１６ 契約の締結 

（１）落札者は、公有財産売払申請書（様式８）を速やかに提出してください。 

（２）落札者は契約を締結する時までに、契約保証金として売買代金の１００分の１０以上

（円未満切上）の額を納付してください。なお、納入後の契約保証金は売買代金に全額

充当いたします。 

（３）契約保証金の納付後、落札者は、令和７年１２月２５日（木）までに契約を締結して

ください。なお、貼付する収入印紙など契約に係る一切の費用は、落札者の負担となり

ます。 

（４）売買代金の残金は、売却価格から事前に納付した契約保証金を差し引いた金額となり

ます。なお、支払期限は契約締結日から５０日以内で、納入期限までに売買代金を納入

しない場合は、契約を解除することとし、契約保証金は返却せず町に帰属することとな

ります。 

 

１７ 所有権の移転 

（１）契約締結後、売買代金の納付があったときに所有権が移転するものとし、同時に土地

を引き渡したものとします。 

（２）所有権移転に係る手続きについては、原則、町が嘱託により実施します。 

売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税、その他公共

嘱託登記料など手続きに必要な一切の費用は落札者の負担となります。 

なお、買受者において所有権移転の手続きを実施する事を妨げるものではありませ

ん。 

（３）落札者は、この契約締結後、売却物件に数量の不足その他隠れた瑕疵があることを発

見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができま

せん。 

 

１８ 契約に関する情報の公表について 

契約内容、売買代金、氏名（名称）など契約に関する情報を公表することがあります。 



１９ 問い合わせ先 

鏡石町役場「上下水道課 総務グループ「「 

〒９６９－０４０４「 福島県岩瀬郡鏡石町緑町２６４番地 

電「「話：「（０２４８）６２－２３４８ 

ＦＡＸ：「（０２４８）６２－７１５７ 

E-mail：「jogesuido@town.kagamiishi.lg.jp 

 



 

物件番号 1 物 件 調 書 

所 在 地 

① 岩瀬郡鏡石町旭町３３６番１ 

② 岩瀬郡鏡石町旭町３３７番１ 

③ 岩瀬郡鏡石町旭町４４１番 

地積（実測） 

①    751.71㎡ 

②  1,174.87㎡ 

③     74.17㎡   計 2,000.75㎡ 

現況

地目 
宅地 

形 状 

・ 

状 況 

長方形 

平坦 

更地 

 

測量・境界確定済 接面道路状況 

北西側幅員約29.0ｍ 

南西側幅員約 4.0ｍ 

北東側幅員約 4.0ｍ 

南東側幅員約 5.2ｍ 

登記

地目 
宅地 

占有物・付属物 

旭町３３６番１の敷地内に埋設設置していた旧水源（深井戸設備）は地表部から約

２ｍの深さまで設備を撤去しており、深部の残置ケーシング（口径φ300、鋼管）に

ついては、管内に砕石を充填しキャップ閉塞にて埋戻しております。 

立入防止のためネットフェンスが設置されています。 

法

規

制

等 

都市計画法及 

び建築基準法 

に基づく制限 

区域区分 市街化区域 用途地域 第１種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％ 

その他の規制  

交     通 
ＪＲ東北本線 鏡石駅から南に約４００ｍ 

国道４号より東に約７００ｍ 

周辺地域の設備 

     電気 

     ガス 

    上水道 

    下水道 

 

供給可 

プロパンガス契約 

引込なし（北側町道ＶＰφ200、東側町道ＶＰφ100） 

引込なし（北側・南側・東側一部町道ＶＵφ200）、公共下水道 

近 隣 の 状 況 
近隣地域は、東北本線の南東方に形成された既成住宅地域です。 

一般住宅が建ち並ぶ中に併用住宅や農地、空地等も散見されます。 

参 考 事 項 

 
・本件土地には売払いに係る「土地利用条件等」がありますので、「旭町浄水場跡地売却条件

付一般競争入札実施要領」を熟読し、事前に現地を十分に確認の上、入札にお申し込みくだ

さい。 

・本件土地は、浄水場施設（建物、機械設備、外構フェンス、基礎及び配管等）は全て解体撤

去済で、整地化した現状有姿での引き渡しとなります。 

・土壌調査、地耐力調査、地盤調査及び地下埋設物調査は実施していません。売買契約締結後

に、土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物等が発見されても、鏡石町は責任を負いません。 

なお、支障物の撤去費用は買受者の負担となります。 

・立入防止ネットフェンスについては、買受者で撤去してください。 

・上下水道施設の設置については、買受者で施工すること。また、公共汚水枡の設置につい

ては、下水道法第１６条に基づく承認が必要となるため、町上下水道課に事前協議をして

ください。なお、水道加入金及び受益者負担金が賦課されます。 

※上記内容の問い合わせ先：町上下水道課 ℡0248-62-2119 

・本件土地における事業に関し、建築基準法及び都市計画法等の関係法令等を買受者の責任

において確認し、関係機関と協議し、遵守してください。なお、雨水・排水施設及び開発

に伴う流出増対策等は、本件土地内において、買受者で施工してください。 

※上記内容の問い合わせ先：町都市建設課 ℡0248-62-2116 



１ 位置図 

 

    
 

 

２ 箇所図 

     

      

 

鏡石第一小学校 

鏡石町役場 

鏡石中学校 

鏡石駅 

対象土地 


